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第２７号議案 

 

令和５年度蒲郡市一般会計予算 

 

令和５年度蒲郡市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３７，０７６，０００千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負

担することができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （地 方 債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」によ

る。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、２，５００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和５年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 市税 １３，５１１，０００

1 市民税 ５，２１０，０００

2 固定資産税 ６，３３４，０００

3 軽自動車税 ２５１，０００

4 市たばこ税 ５４０，０００

5 入湯税 ５５，０００

6 都市計画税 １，１２１，０００

2 地方譲与税 ２４１，２３２

1 地方揮発油譲与税 ５５，０００

2 自動車重量譲与税 １５５，０００

3 森林環境譲与税 １１，２３２

4 特別とん譲与税 ２０，０００

3 利子割交付金 ３，５００

1 利子割交付金 ３，５００

4 配当割交付金 ８９，０００

1 配当割交付金 ８９，０００

5 株式等譲渡所得割交付金 ６４，０００

1 株式等譲渡所得割交付金 ６４，０００

6 法人事業税交付金 １９８，０００

1 法人事業税交付金 １９８，０００

7 地方消費税交付金 ２，０１０，０００

1 地方消費税交付金 ２，０１０，０００

8 ゴルフ場利用税交付金 １，７００
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単位：千円

金　　　　　　額款 項

1 ゴルフ場利用税交付金 １，７００

9 自動車取得税交付金 １０

1 自動車取得税交付金 １０

10 環境性能割交付金 ５４，０００

1 環境性能割交付金 ５４，０００

11 地方特例交付金 ９５，０００

1 地方特例交付金 ９５，０００

12 地方交付税 ２，８３０，０００

1 地方交付税 ２，８３０，０００

13 交通安全対策特別交付金 １０，５００

1 交通安全対策特別交付金 １０，５００

14 分担金及び負担金 ３０，９１５

1 負担金 ３０，９１５

15 使用料及び手数料 ５６４，１９５

1 使用料 ４０９，２８０

2 手数料 １５４，９１５

16 国庫支出金 ４，４１８，８８２

1 国庫負担金 ２，７５６，９０９

2 国庫補助金 １，６４２，９４９

3 委託金 １９，０２４

17 県支出金 １，９５９，８８７

1 県負担金 １，１７７，６４６

2 県補助金 ６２４，４５５
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単位：千円

金　　　　　　額款 項

3 委託金 １５７，７８６

18 財産収入 ２１１，８９２

1 財産運用収入 ２０８，２７２

2 財産売払収入 ３，６２０

19 寄附金 １，５０３，９１３

1 寄附金 １，５０３，９１３

20 繰入金 ５，５５９，０５８

1 特別会計繰入金 １４１，９００

2 基金繰入金 ５，３９５，２９７

3 財産区繰入金 ２１，８６１

21 繰越金 ２００，０００

1 繰越金 ２００，０００

22 諸収入 １，７５４，９１６

1 延滞金 １０，０００

2 市預金利子 １，６００

3 貸付金元利収入 ３４０，０００

4 受託事業収入 ２８２，８１９

5 雑入 ８４２，０９７

6 収益事業収入 ２７８，４００

23 市債 １，７６４，４００

歳　　入　　合　　計 ３７，０７６，０００

1 市債 １，７６４，４００
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単位：千円

1 商工費 １，１３５，１６８

土木費 ２，５２７，３８５7

商工費 １，１３５，１６８6

3 水産業費 １５，２４４

2 林業費 ２５，７１４

1 農業費 ３０９，７３６

2 清掃費 ２，６４７，３３６

農林水産業費 ３５０，６９４5

1 保健衛生費 ２，０９７，０２４

衛生費 ４，７４４，３６０4

3 生活保護費 １，２０４，７９６

2 児童福祉費 ４，５６４，１０２

1 社会福祉費 ６，４６６，６１６

6 監査委員費 ３０，８８０

民生費 １２，２３５，５１４3

5 統計調査費 ６，１９９

4 選挙費 １４３，３１８

3 戸籍住民基本台帳費 ２３３，８３３

2 徴税費 ３８２，６７８

1 総務管理費 ５，４８２，０５４

総務費 ６，２７８，９６２2

２６５，６３４1

1 議会費 ２６５，６３４

金　　　　　　額

歳　出

款 項

議会費
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単位：千円

8 消防施設災害復旧費 １５０

7 土木施設災害復旧費 ６００

6 商工施設災害復旧費 １５０

5 農林水産施設災害復旧費 ２００

4 衛生施設災害復旧費 １５０

3 民生施設災害復旧費 １５０

2 総務施設災害復旧費 １５０

1 災害対策費 ２，２００

災害復旧費 ４，２００10

5 保健体育費 １，００２，７７９

4 社会教育費 ２，２１８，９９７

3 中学校費 ４６５，０２４

2 小学校費 ５４１，０１１

1 教育総務費 ８８９，７５２

1 消防費 １，８９５，９５７

教育費 ５，１１７，５６３9

消防費 １，８９５，９５７8

6 住宅費 ２６３，６９９

5 都市計画費 ６６１，５６１

4 港湾費 １２９，１４１

3 河川費 ２０６，２６２

2 道路橋りょう費 ９２５，８１３

金　　　　　　額款 項

1 土木管理費 ３４０，９０９

6



単位：千円

単位：千円

1 予備費 ５０，０００

３７，０７６，０００歳　　出　　合　　計

予備費 ５０，０００12

1 公債費 ２，４７０，５６３

9 教育施設災害復旧費 ４５０

公債費 ２，４７０，５６３11

金　　　　　　額款 項

 第２表　 債 務 負 担 行 為

事　　　　　項 期　　　　間 限　度　額

第 ３ 次 情 報 シ ス テ ム
全 体 最 適 化 事 業

令和６年度～令和１１年度 2,549,800

ラグーナ蒲郡運営事業支援交付金 令和６年度～令和７年度 356,800

道 路 交 通 安 全 対 策 事 業 令和６年度 10,900

西 浦 地 区 支 線 バ ス 運 行 事 業 令和６年度～令和７年度 17,726

土 地 改 良 施 設 維 持 補 修 事 業 令和６年度 6,200

道 路 補 修 事 業 令和６年度 72,000

道 路 新 設 改 良 事 業 令和６年度 46,000

土 地 利 用 計 画 等 策 定 事 業 令和６年度～令和７年度 146,000

橋 り ょ う 新 設 改 修 事 業 令和６年度～令和７年度 196,757

側 溝 路 側 整 備 事 業 令和６年度 10,000
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 第３表　 地　方　債

単位：千円 

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　　率 償還の方法

道路交通安全対策事業 12,800

ク リ ー ン セ ン タ ー
長 寿 命 化 事 業

487,000

道 路 新 設 改 良 事 業 214,200

橋 り ょ う 改 修 事 業 10,000

河 川 維 持 整 備 事 業 91,700

公 園 整 備 事 業 29,700

公 園 長 寿 命 化
対 策 支 援 事 業

49,200

西 部 出 張 所
移 転 建 設 事 業

328,300

２８０ＭＨｚデジタル同報
無線システム子局更新事業

129,000

小学校外壁等改修事業 34,500

中学校外壁等改修事業 108,000

臨 時 財 政 対 策 債 270,000

計 1,764,400

　　 3.0％以内

（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
資金について、利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率）

証書借入又

は証券発行

借入先の融資条件に
よる。ただし、市財
政の都合により繰上
償還することができ
る。
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第２８号議案 

 

令和５年度蒲郡市国民健康保険事業特別会計予算 

 

令和５年度蒲郡市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，７４３，２００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定

により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和５年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 国民健康保険税 １，５５４，８５３

1 国民健康保険税 １，５５４，８５３

2 県支出金 ５，３８３，３５５

1 県補助金 ５，３８３，３５５

3 財産収入 ２，１１３

1 財産運用収入 ２，１１３

4 繰入金 ７００，６７２

1 繰入金 ５４２，０００

2 基金繰入金 １５８，６７２

5 繰越金 ７５，０３０

1 繰越金 ７５，０３０

6 諸収入 ２７，１７７

1 諸収入 ２７，１７７

歳　　入　　合　　計 ７，７４３，２００
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単位：千円

金　　　　　　額

歳　出

款 項

総務費 ８６，２７９1

1 総務管理費 ７８，７５２

2 徴税費 ７，５２７

保険給付費 ５，２８５，６４６2

1 療養諸費 ４，５９１，７７５

2 高額療養費 ６６０，３１１

3 移送費 ６０

4 出産育児諸費 ２５，０００

5 葬祭諸費 ７，０００

6 傷病手当諸費 １，５００

国民健康保険事業費納付金 ２，２２９，５８８3

1 医療給付費分 １，４９６，２７２

2 後期高齢者支援金等分 ５３７，３０１

3 介護納付金分 １９６，０１５

保健事業費 １０１，０５４4

1 保健事業費 ２４，２６０

2 特定健康診査等事業費 ７６，７９４

基金積立金 ２，１１３5

1 基金積立金 ２，１１３

諸支出金 １８，５２０6

1 償還金及び還付加算金 １８，５２０

予備費 ２０，０００7

1 予備費 ２０，０００

11



単位：千円

金　　　　　　額款 項

７，７４３，２００歳　　出　　合　　計

12



 

 

第２９号議案 

 

令和５年度蒲郡市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

令和５年度蒲郡市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，４０１，７００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和５年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 後期高齢者医療保険料 １，０６４，３６０

1 後期高齢者医療保険料 １，０６４，３６０

2 繰入金 １，２５６，２００

1 繰入金 １，２５６，２００

3 繰越金 ３６，３９５

1 繰越金 ３６，３９５

4 諸収入 ４４，７４５

1 延滞金 １０

2 償還金及び還付加算金 １，９８９

3 預金利子 １

4 受託事業収入 ４２，５３８

5 雑入 ２０７

歳　　入　　合　　計 ２，４０１，７００
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単位：千円

金　　　　　　額

歳　出

款 項

総務費 １１，７６６1

1 総務管理費 ６，８３７

2 徴収費 ４，９２９

後期高齢者医療広域連合納 ２，３２８，８６３2
付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金 ２，３２８，８６３

保健事業費 ５６，０８２3

1 保健事業費 ５６，０８２

諸支出費 １，９８９4

1 償還金及び還付加算金 １，９８９

予備費 ３，０００5

２，４０１，７００歳　　出　　合　　計

1 予備費 ３，０００

15
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第３０号議案 

 

令和５年度蒲郡市土地区画整理事業特別会計予算 

 

令和５年度蒲郡市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９６３，５００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （地 方 債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起

こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法は、「第２表 地方債」による。 

 

令和５年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 保留地処分金 ３０，０００

1 保留地処分金 ３０，０００

2 国庫支出金 ２５，２００

1 国庫補助金 ２５，２００

3 財産収入 ５００

1 財産運用収入 ５００

4 繰入金 ６８０，０００

1 繰入金 ６８０，０００

5 繰越金 ７０，６９０

1 繰越金 ７０，６９０

6 換地清算金 ３３，０００

1 換地清算金 ３３，０００

7 諸収入 １０

1 雑入 ５

2 換地清算金利子 ５

8 市債 １２４，１００

1 市債 １２４，１００

歳　　入　　合　　計 ９６３，５００
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単位：千円

金　　　　　　額

歳　出

款 項

土地区画整理事業費 ５０８，９８９1

1 事務所費 １０３，９８４

2 事業費 ４０５，００５

公債費 ３９０，５１１2

1 公債費 ３９０，５１１

諸支出金 ５９，０００3

1 繰出金 ５９，０００

予備費 ５，０００4

1 予備費 ５，０００

９６３，５００歳　　出　　合　　計
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 第２表　 地　方　債

単位：千円 

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償 還 の 方 法

土 地 区 画 整 理 事 業 124,100     証書借入 3.0％以内

借入先の融資条件による。
ただし、市財政の都合によ
り繰上償還することができ
る。
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第３１号議案 

 

令和５年度蒲郡市公共用地対策事業特別会計予算 

 

令和５年度蒲郡市の公共用地対策事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３３５，３００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負

担することができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

令和５年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 

 

21



単位：千円

単位：千円

単位：千円

1 繰出金 ８２，９００

歳　　出　　合　　計 ３３５，３００

2 諸支出金 ８２，９００

1 公共用地対策事業費 ２５２，４００

歳　出

款 項 金　　　　　　額

1 公共用地対策事業費 ２５２，４００

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 財産収入 １９１，２３９

1 財産運用収入 ７，８７９

2 財産売払収入 １８３，３６０

2 繰越金 １４４，０５１

1 繰越金 １４４，０５１

3 諸収入 １０

歳　　入　　合　　計 ３３５，３００

1 雑入 １０

第２表　 債 務 負 担 行 為

事　　　　　項 期　　　　間 限　度　額

都 川 ポ ン プ 場 跡 地 整 備 事 業 令和６年度 196,000
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第３２号議案 

 

令和５年度蒲郡市三谷町財産区特別会計予算 

 

令和５年度蒲郡市の三谷町財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３７，２００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和５年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

単位：千円

歳　　入　　合　　計 ３７，２００

2 雑入 １０

1 預金利子 ３

1 繰越金 １４，７６６

3 諸収入 １３

2 繰越金 １４，７６６

２２，４０１

2 財産売払収入 ２０

歳　出

２２，４２１

1 財産運用収入

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 財産収入

款 項 金　　　　　　額

1 総務費 １８，７３６

1 総務管理費 １８，７３６

2 諸支出金 １６，４６４

1 繰出金 １６，４６４

3 予備費 ２，０００

歳　　出　　合　　計 ３７，２００

1 予備費 ２，０００

24



第３３号議案 

 

令和５年度蒲郡市西浦町財産区特別会計予算 

 

令和５年度蒲郡市の西浦町財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５，６００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和５年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

単位：千円

歳　　入　　合　　計 １５，６００

2 雑入 １０

1 預金利子 １

1 繰越金 ３，５５１

3 諸収入 １１

2 繰越金 ３，５５１

１２，０２８

2 財産売払収入 １０

歳　出

１２，０３８

1 財産運用収入

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 財産収入

款 項 金　　　　　　額

1 総務費 ９，３０３

1 総務管理費 ９，３０３

2 諸支出金 ５，３９７

1 繰出金 ５，３９７

3 予備費 ９００

歳　　出　　合　　計 １５，６００

1 予備費 ９００
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第３４号議案 

 

令和５年度蒲郡市水道事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和５年度蒲郡市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）年 度 末 給 水 栓 数              ３５，０４４栓 

（２）年 間 総 給 水 量           ９，２８０，０００㎥ 

（３）一 日 平 均 給 水 量              ２５，３５５㎥ 

（４）主要な建設改良事業 配水管布設等事業  １，９４７，２００千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 水 道 事 業 収 益          １，９５７，１００千円 

  第１項 営 業 収 益         １，７８８，４６０千円 

  第２項 営 業 外 収 益           １６８，６１０千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 水 道 事 業 費 用          ２，０１０，２００千円 

  第１項 営 業 費 用         １，９７７，６１６千円 

  第２項 営 業 外 費 用            ２２，５０３千円 

  第３項 特 別 損 失                ８１千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額１，２５０，６００千円は過年度分損益勘定留保資

金１，２５０，６００千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入            ９８３，１００千円 

  第１項 企 業 債           ４８８，３００千円 

  第２項 固定資産売却代金                １０千円 

  第３項 負 担 金           １７０，９４９千円 

  第４項 分 担 金            ４５，４４１千円 
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  第５項 出 資 金           ２７８，４００千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          ２，２３３，７００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         ２，１７８，１２０千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金            ５５，５８０千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと 

定める。 

単位：千円  

事   項 期  間 限 度 額 

水 道 施 設 修 繕 事 業 令和６年度  ８，０００ 

配 水 場 等 設 備 保 守 点 検 事 業 令和６年度 ３，０００ 

電 気 設 備 保 守 点 検 事 業 令和６年度 １４，０００ 

配 水 場 場 内 整 備 事 業 令和６年度 １２，０００ 

 （企 業 債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

（１）起 債 の 目 的  第１南山配水場築造事業及び配水管布設替工事に充てる

ため 

（２）限  度  額  ４８８，３００千円 

（３）起 債 の 方 法  証書借入 

            借入時期は令和５年度中とする。ただし、工事の進捗状

況等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延べて

借入れることができる。 

（４）利    率  年利３．０％以内 

（５）償 還 の 方 法  借入先の融資条件による。 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、６０，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費及び企業債償還金間の相互における流用 
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 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費              １６０，７８５千円 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、１９，４０３千円と定める。 

 

令和５年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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第３５号議案 

 

令和５年度蒲郡市下水道事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和５年度蒲郡市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）処理区域面積                   １，３３８ha 

（２）処理区域内人口                 ５８，１３９人 

（３）年間有収水量               ５，９３０，０００㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

管渠整備費                ２，４０９，７５６千円 

処理場整備費                 ２０２，７４９千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 下 水 道 事 業 収 益           ２，４７０，６００千円 

  第１項 営 業 収 益           １，２３８，３９４千円 

  第２項 営 業 外 収 益           １，２３２，２０６千円 

         支        出 

第１款 下 水 道 事 業 費 用           ２，５６４，０００千円 

  第１項 営 業 費 用           ２，４４４，３１９千円 

  第２項 営 業 外 費 用             １０９，６７１千円 

  第３項 特 別 損 失                  １０千円 

第４項 予 備 費              １０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額８７９，４００千円は当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額１４７，２２４千円、過年度分損益勘定留保資金１９６，６

４７千円及び当年度分損益勘定留保資金５３５，５２９千円で補てんするものと

する。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入           ２，３５４，９００千円 

  第１項 企   業   債           １，５８８，０００千円 
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第２項 負担金及び分担金             ２３，７９９千円 

第３項 補   助   金            ７３５，１８１千円 

  第４項 出 資 金               ７，９２０千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          ３，２３４，３００千円 

  第１項 建 設 改 良 費          ２，６３６，５７２千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金            ５９７，７２８千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円 

事   項 期  間 限 度 額 

下 水 道 施 設 維 持 管 理 事 業 令和６年度 ２５，０００ 

浄化センター細目自動除塵機等更新事業 令和６年度 ４１４，６００ 

浄 化 セ ン タ ー Ｉ Ｔ Ｖ 設 備 更 新 事 業 令和６年度 ６９，３００ 

浄 化 セ ン タ ー 機 械 濃 縮 余 剰 汚 泥 

供 給 ポ ン プ 制 御 盤 更 新 事 業 
令和６年度 ３６，８００ 

城 山 ポ ン プ 場 計 装 設 備 更 新 事 業 令和６年度 ３６，３００ 

（企 業 債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。  

（１）起 債 の 目 的  下水道管渠・処理場等整備事業費に充てるため。 

（２）限 度 額  １，５８８，０００千円 

（３）起 債 の 方 法  証書借入 

            借入時期は令和５年度中とする。ただし、工事の進捗状

況等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延べて

借入れることができる。 

（４）利 率  年利３．０％以内 

（５）償 還 の 方 法  借入先の融資条件による。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。 
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（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費及び企業債償還金間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費             １７０，７２５千円 

（他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業の健全な運営に資するため他会計からこの会計へ補助を受け

る金額は、５１３，８６２千円である。 

 

令和５年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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第３６号議案 

 

令和５年度蒲郡市病院事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和５年度蒲郡市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）病 床 数              ３８２床 

（２）年間患者数          ２８５，０２４人 

    入院患者数         １１４，９２４人 

    外来患者数         １７０，１００人 

（３）一日平均患者数          １，０１４人 

    入院患者数             ３１４人 

    外来患者数             ７００人 

（４）主要な建設改良事業 

    吸収式冷温水発生機更新工事費       １４７，０００千円 

器械備品購入費              １７１，０００千円 

新棟建設実施設計委託料          １５０，０００千円 

エレベーター改修工事費          ２４７，０００千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 病 院 事 業 収 益          ９，５９０，６００千円 

  第１項 医 業 収 益         ８，６０２，８１０千円 

  第２項 医 業 外 収 益           ９８７，７６０千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 病 院 事 業 費 用         １０，４４３，０００千円 

  第１項 医 業 費 用        １０，２０１，６２７千円 

  第２項 医 業 外 費 用           ２２１，３５３千円 

  第３項 特 別 損 失                ２０千円 

  第４項 予 備 費            ２０，０００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額６３７，２００千円は過年度分損益勘定留保資金

６３７，２００千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入          １，２６３，１００千円 

  第１項 企 業 債           ５９１，３００千円 

  第２項 出 資 金           ６７１，３７９千円 

  第３項 固定資産売却代金               １００千円 

第４項 投 資 償 還 金               ３２１千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          １，９００，３００千円 

  第１項 建 設 改 良 費           ８１７，３６８千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金         １，０６８，９６８千円 

  第３項 投      資            １３，９６４千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円 

事   項 期   間 限 度 額 

看護師等修学資金貸付金 

蒲郡市看護師等修学資金

貸与条例に基づき、令和

５年度において貸与を決

定した期間 

蒲郡市看護師等修学資金

貸与条例に基づき、令和

５年度において貸与を決

定した額 

薬 剤 師 奨 学 金 

返 済 支 援 金 貸 付 金 

蒲郡市民病院薬剤師奨学

金返済支援金貸与条例に

基づき、令和５年度にお

いて貸与を決定した期間 

蒲郡市民病院薬剤師奨学

金返済支援金貸与条例に

基づき、令和５年度にお

いて貸与を決定した額 
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（企 業 債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

単位：千円  

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

吸 収 式 冷 温 水 

発生機更新事業 
147,000 

 

証書借入 

 

借入時期は令

和５年度中と

する。ただし、 

事業の進捗状

況等により起

債額の全部又

は一部を翌年

度に繰延べて

借り入れるこ

とができる。 

 

3.0％以内 

 

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資 金 に つ い

て、利率の見

直しを行った

後 に お い て

は、当該見直

し後の利率） 

 

 

 

借入先の融資

条件による。

ただし、企業

財政の都合に

より繰上償還

することがで

きる。 

医 療 機 器 等 

整 備 事 業 
47,300 

新 棟 建 設 実 施 

設 計 委 託 事 業 
150,000 

エ レ ベ ー タ ー 

改 修 事 業 
247,000 

計 591,300    

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、６００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の医業費用、医業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費、企業債償還金及び投資間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費            ５，１４８，６７５千円 

（２）交 際 費                １，４００千円 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、１，４４２，３４０千円と定める。 
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（重要な資産の取得） 

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

種   類 名   称 数   量 

器 械 備 品 内視鏡部門システム 一   式 

 

令和５年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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第３７号議案 

 

令和５年度蒲郡市モーターボート競走事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和５年度蒲郡市モーターボート競走事業会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）年 間 開 催 日 数              ２００日 

（２）年間勝舟投票券発売金     １６８，９２０，０００千円 

（３）一日平均勝舟投票券発売金         ８４４，６００千円 

（４）年間場間場外受託発売金      １１，５３４，９７０千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 競 艇 事 業 収 益       １７３，５００，０００千円 

  第１項 営 業 収 益       １７３，３８３，９０５千円 

  第２項 営 業 外 収 益           １１６，０６５千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 競 艇 事 業 費 用       １６３，６１７，２００千円 

  第１項 営 業 費 用       １６０，６８０，３３２千円 

  第２項 営 業 外 費 用         ２，９１６，８３８千円 

  第３項 特 別 損 失                ３０千円 

  第４項 予 備 費            ２０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額２，１４０，０００千円は当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額１０４，２８８千円、減債積立金２８７，９６０千円、

建設改良積立金１，０４３，４７３千円並びに過年度分損益勘定留保資金７０４，

２７９千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入                  ０千円 

  第１項 企 業 債                 ０千円 
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         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          ２，１４０，０００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         １，１４７，７６１千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金           ２８７，９６０千円 

第３項 投 資           ６９４，２７９千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円  

事    項 期   間 限 度 額 

広 告 宣 伝 事 業 令和６年度 ２，５００ 

出 走 表 発 行 事 業 令和６年度 ９９，０００ 

フ ァ ン サ ー ビ ス 事 業 令和６年度 ２５，５００ 

キ ッ ズ パ ー ク 

オープン記念式典事業 
令和６年度 ６，６００ 

電 気 室 改 修 事 業 令和６年度 ４３，５００ 

外 向 発 売 所 

キュービクル改修事業 
令和６年度 ７，０００ 

締 切 表 示 盤 更 新 事 業 令和６年度 ６，１００ 

無 停 電 電 源 装 置 

更 新 事 業 
令和６年度 ３，５００ 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費、企業債償還金及び投資間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費              ５５３，３８８千円 

（２）交 際 費                １，５００千円 
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令和５年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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